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第１章 立地適正化計画制度の概要 

１.１ 計画策定の背景と目的 
我が国の多くの地方都市では、人口増加に伴う郊外での開発が進み、市街地が拡散してきました

が、現在は、人口の急激な減少と高齢化が進行しています。 

本市においても多くの地方都市と同様に人口は減少しており、また、高齢化も進んでいることか

ら、市民が将来にわたり安心して暮らしていけるような居住環境の確保、持続可能な都市経営、災

害に強いまちづくりの推進等が求められています。 

このような状況を踏まえ、都市機能の集約と居住の誘導による持続可能な都市の実現、公共交通

ネットワークの形成による利便性の高い都市の実現を目指し、都市再生特別措置法に基づく「平川

市立地適正化計画」を策定します。 

 

１.２ 立地適正化計画の位置づけ 

１.２.１ 法的な位置づけ 
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条の規定により、市町村が作成することができる

計画です。これまでの都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の

誘導、公共交通の充実によるコンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取組を推進しよう

とするものです。 

 

１.２.２ 立地適正化計画の基本的な考え方 
立地適正化計画は、人口、土地利用や交

通の現状及び将来の見通しを勘案しなが

ら、都市計画区域の中でも特に居住を誘

導して人口密度を一定以上に維持する

「居住誘導区域」と、医療・福祉・商業等

の都市機能の誘導を図る「都市機能誘導

区域」を設定するとともに、その誘導のた

めの施策等を定めることで、計画を活用

した誘導による都市構造の再編を図るも

のです。 

また、気候変動の影響により頻発・激甚

化する自然災害への対応として、災害リ

スクを踏まえた上で、災害に強いまちづ

くりとコンパクト・プラス・ネットワーク

の実現を同時に図るため、都市の防災に

関する機能の確保に関する指針(防災指

針)についても定めることとしています。 

 

１.２.３ 立地適正化計画と都市計画マスタープランの関係 
立地適正化計画は、都市計画マスタープランにおいて示される平川市全体のまちづくりの方向性

を受けながら、コンパクト・プラス・ネットワークの形成を実現していくために、居住や都市機能

の誘導に関する施策等を取り決める計画として位置づけられています。 
  

図 立地適正化計画制度のイメージ 
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１.２.４ 立地適正化計画の構成 
立地適正化計画の構成は、概ね以下のとおりです。 

 

① まちづくりの方針(ターゲット) 

どのようなまちを目指すのか、対象と目的を定めます。 

② 目指すべき都市の骨格構造 

どこを都市の骨格にするのか、どこに、どのような機能を誘導するのか、将来都市構造を踏まえ

て、居住や都市機能を誘導していくべき拠点や拠点間を結ぶ公共交通等の基幹となるネットワーク

を位置づけます。 

③ 誘導区域等、誘導施設 

居住を誘導する「居住誘導区域」、都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」、具体的に誘導する

施設である「都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)」を設定します。 

④ 誘導施策 

都市が抱える課題をどのような手段で解決するのかや、施設を誘導するために、どのような施策

を具体的に講じるのかを示します。 

⑤ 定量的な目標値等の設定 

誘導施策の効果を客観的かつ定量的に検証・評価し、適切に見直しながら計画を運用していくた

めの評価指標及びその目標値を設定します。 

 

１.３ 計画の対象範囲 
立地適正化計画は、原則とし

て「都市計画区域」が対象範囲

となりますが、市全体として持

続可能なまちの実現を目指し、

市全体を対象範囲とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.４ 計画の目標年次 
本計画の計画期間は、平川市都市計画マスタープランとの整合を図り、目標年次は「令和 27年度

(2045年度)」とします。  

図 立地適正化計画の対象範囲 
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第２章 将来見通し 

２.１ 国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
国立社会保障・人口問題研究所による本市の人口推計結果をみると、今後も人口減少が続き、令

和 32年(2050年)では 18,103 人まで減少するものと見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 将来人口 
 

図 100ｍメッシュ人口（令和 2年(2020年)） 図 100ｍメッシュ人口（令和 22年(2040年)） 
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第３章 持続可能なまちづくりに向けた課題の整理 

３.１ 解決すべき課題の整理 
持続可能なまちづくりに向けて解決すべき課題を整理すると、以下のとおりとなります。 

 

第４章 まちづくりの方針 

４.１ まちづくりの基本方針(ターゲット) 
本計画におけるまちづくりの基本方針(計画のターゲット)を設定します。 

基本方針１ 誰もが暮らしやすい居住環境づくり 

・住み慣れた地域で誰もが充実した生活を送ることができるよう、暮らしやすい住宅地や利用

しやすい施設等、快適で安全・安心に暮らし続けられる環境づくりを目指します。 

・住民の世代に関わらず、すべての人が交流し、生きがいをもって定住できる都市基盤の形成

を目指します。 

・子育て世代等の若年層が、本市への魅力を感じ、豊かな生活環境の中で生活することができ

る環境づくりを目指します。 

・市の中心地や地域拠点について、居住や生活利便性に寄与する都市機能の充実を目指します。 

基本方針２ 誰もが便利で快適な暮らしを享受できる都市づくり 

・コンパクト・プラス・ネットワークの形成により、少子高齢社会や人口減少社会においても

持続可能なコンパクトなまちの実現を目指します。 

・中心地と周辺集落地を公共交通で結ぶことで、誰もが生活に必要な都市機能にアクセスでき

る都市づくりを目指します。 

基本方針３ 自然災害に強い安全・安心な都市づくり 

・災害対策を強化し、安全で安心して過ごすことができる都市空間の形成を目指します。 

・災害リスクのあるエリアへの居住の抑制を目指します。 

・克雪対策や災害対策を強化し、四季を通じて安全で安心して過ごすことができる都市空間の

形成を目指します。 

基本方針４ 地域生活を維持していくための集落環境づくり 

・既存の集落が形成された地域においては、住民が住み慣れた地域で愛着を感じながら快適に

暮らし続けることができるように、豊かな自然環境や優良な農地等との調和に配慮した居住

環境の維持を目指します。 

・地域生活を維持していく上で必要な施設の維持・確保を目指します。 
 

【課題①】 
市街地の人口密度の維持と
少子高齢化への対応 

・市街地の人口密度の低下の抑制 

・市街地の適正な土地利用の誘導 

・さらなる少子高齢化の進行へ対応する、集落地の暮らしやすさの向上 

【課題②】 
中心地の都市機能の充実 

・本市の中心地に立地する都市機能の維持と集約化 

・居住や生活利便性に寄与する都市機能の中心地への立地誘導 

【課題③】 
公共交通サービスの維持 

・利用者ニーズの変化に対応した公共交通サービスの確保、利用促進 

・中心地と周辺集落地を機能的に結ぶネットワークの確保 

【課題④】 
市街地における災害リスク
の低減 

・市街地における災害リスクの低減 

・安全性の高い市街地への居住と都市機能の誘導 
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４.２ 目指すべき都市の骨格構造 
本計画における将来の骨格構造は、公共交通ネットワークにより中心部と地域拠点が連携したコ

ンパクト・プラス・ネットワークによる骨格構造を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘南鉄道弘南線を「基幹的な公共交通ネットワーク軸」、バス路線を「補完的な公共交通ネットワ

ーク軸」として位置づけます。 

 

  

図 都市計画マスタープランにおける将来都市構造 

図 都市の骨格構造 
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４.３ 課題解決のための施策・誘導方針の検討 
課題解決のための施策・誘導方針を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 
 

第５章 都市機能誘導区域の検討 

５.１ 都市機能誘導区域の設定 
既存の都市機能の活用と更新を基本としながら、住民が生活しやすいような都市機能を充実する

区域として、都市機能誘導区域を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策①：市民の暮らしを支える中心地の形成        【都市機能】 

施策②：高齢者や子育て世代等誰もが暮らしやすい居住環境の形成【居住】 

施策③：誰もが利用しやすい公共交通ネットワークの構築  【公共交通】 

施策④：自然災害に強い安全・安心な生活環境の実現      【防災】 

施策⑤：地域を支える持続可能な生活拠点の形成      【地域拠点】 

図 都市機能誘導区域の設定 
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第６章 居住誘導区域の検討 

６.１ 居住誘導区域の設定 
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を維持・誘導すべき区域です。 

居住誘導区域の候補区域の抽出において、用途地域内の土地利用現況、自然災害の危険性、人口

密度の状況、公共交通の状況について把握した結果、用途地域から居住誘導区域の候補区域として

除外すべき区域は、抽出されませんでした。 

以上を踏まえ、本市の居住誘導区域を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 居住誘導区域の設定 
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第７章 誘導施設の検討 

７.１ 都市機能誘導施設の設定 
本市における都市機能誘導施設を設定します。 

施設分類 施設 
誘導 

施設 
考え方 

行政施設 市役所(支所を除く) 対象 都市機能誘導区域内での配置を維持する。 

介護・ 

福祉施設 

地域包括支援センター 対象 都市機能誘導区域内での配置を維持する。 

高齢者福祉施設 

児童福祉施設 

障害者福祉施設 

対象外 

高齢者、児童、障がい児・者等のニーズに即し、

都市機能誘導区域に限定せず、地域全体に分散

して立地をはかることが望ましい。 

子育て 

支援施設 

こども家庭センター 対象 都市機能誘導区域内での配置を維持する。 

認可保育所 

認定こども園 

幼稚園 

対象外 現状の子育て世帯のニーズに即し、都市機能誘

導区域に限定せず、地域全体に分散して立地を

はかることが望ましい。 
児童館 対象外 

教育施設 

小学校 

中学校 

高等学校 

対象外 

市内の児童・生徒の居住に応じ、都市機能誘導区

域に限定せず、地域全体に分散して立地をはか

ることが望ましい。 

文化施設 

文化センター 

図書館 
対象外 利用者の居住状況等に応じ、都市機能誘導区域

に限定せず、地域全体に分散して立地をはかる

ことが望ましい。 公民館 

コミュニティセンター 
対象外 

商業施設 

大規模小売店 

(店舗面積 1,000 ㎡超) 
対象外 利用者の居住状況等に応じ、都市機能誘導区域

に限定せず、地域全体に分散して立地をはかる

ことが望ましい。 コンビニ、スーパー等 

(店舗面積 1,000 ㎡以下) 
対象外 

医療施設 

診療所 

(国民健康保険法に基づく) 
対象 

既存施設の都市機能誘導区域内での配置を維持

する。 

診療所(上記を除く) 対象外 

利用者の居住状況等に応じ、都市機能誘導区域

に限定せず、地域全体に分散して立地をはかる

ことが望ましい。 

金融施設 

銀行 

郵便局 

農業協同組合 等 

対象外 

住民ニーズに即し、都市機能誘導区域に限定せ

ず、地域全体に分散して立地をはかることが望

ましい。 
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第８章 誘導施策の検討 

８.１ 都市機能誘導に係る施策 
都市機能誘導区域への都市機能の誘導については、本市が行う施策・事業を推進することにより、

誘導施設の誘導・維持や、拠点内の環境形成を図ります。 

８.２ 居住誘導に係る施策 
居住誘導区域への居住の誘導については、本市が行う施策・事業を推進することにより、居住誘

導区域内への誘導を図ります。 

８.３ 公共交通ネットワークに係る施策 
公共交通ネットワークに係る施策については、本市での生活利便性の維持・向上及び市外へのア

クセス利便性の向上に資する要素であることから、鉄道事業者等との協議・連携のもと、必要な施

策を講じます。 

 

第９章 防災指針の検討 

９.１ 防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出 
都市計画区域については、一部、土砂災害ハザード、洪水ハザードのエリアがあります。 

 

 

 

 

 

 

  

土砂災害 

・土砂災害警戒区域内に住宅が立

地しており、建物損壊のおそれ

がある。 

洪 水 

・浸水深 1.0～3.0ｍ未満の箇所が中心

であるが、状況によっては、避難が

困難となるおそれがある。 

洪 水 

・家屋倒壊等氾濫想定区域に住宅が一

部立地しており、状況によっては、

家屋倒壊等のおそれがある。 

図 防災上の課題の整理 
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９.２ 防災まちづくりの取組方針の検討 
防災における取組方針を以下のとおりとし、災害リスクの回避や低減につとめます。 

災害 課題 取組方針 

土砂 

災害 

・土砂災害警戒区域内に住宅が立地してお

り、建物損壊のおそれがある。 

【リスクの回避】 

・安全なエリアへの緩やかな居住誘導等

によるリスクの回避 

洪水 

・平川沿いは浸水深 1.0～3.0ｍ未満の箇所が

中心であるが、状況によっては、避難が困

難となるおそれがある。 

・家屋倒壊等氾濫想定区域に住宅が一部立地

しており、状況によっては、家屋倒壊等の

おそれがある。 

【リスクの低減】 

・河川等のインフラ整備 

・建築制限・指導、木造住宅の耐震診断、

耐震改修の促進、空き家等対策事業等の

対策支援の充実 

・防災訓練の実施等の避難・防災体制の充

実、防災ハザードマップの周知等による

啓発活動・情報提供等のソフト施策 

 

第１０章 定量的な目標値等の検討 

１０.１ 各分野の目標指標 
 

【基本方針１ 誰もが暮らしやすい居住環境づくり】 

目標指標 
現状値 

(令和 6 年度) 

目標値 

(令和 27 年度) 
備考 

居住誘導区域内人口の 

総人口に対する割合 

39.3％ 

(令和 2 年) 
現状値以上 

居住誘導区域人口÷総人口 

(12,006 人÷30,567 人) 

都市機能誘導区域内の 

都市機能誘導施設の立地数 
5 件 

現状値以上 

または維持 
 

 

【基本方針２ 誰もが便利で快適な暮らしを享受できる都市づくり】 

目標指標 
現状値 

(令和 6 年度) 

目標値 

(令和 27 年度) 
備考 

市内地域公共交通利用者数 

(年間) 
17,300 人 現状値以上 

R6.12～R7.11 のデマンド交

通「のらっさ」利用者数 

中心市街地交通軸の乗降者数 

(バス停(平川市役所、平賀駅、 
平川診療所、イオンタウン平賀、 
平川市文化センター)の乗降者数) 

65 人/日 現状値以上 

平川市地域公共交通計画の

指標 

(R7 目標値：現状値以上) 

 

【基本方針３ 自然災害に強い安全・安心な都市づくり】 

目標指標 
現状値 

(令和 6 年度) 

目標値 

(令和 27 年度) 
備考 

自主防災組織率 95.6％ 100％ 

第２次平川市長期総合プラ

ン後期基本計画の指標 

(R8 目標値：100％) 

防災訓練の実施率 

(自主防災組織単位) 
50.1％ 100％ 

防災訓練実施組織数÷自主

防災組織数 
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第１１章 地域生活拠点の検討 

１１.１ 地域生活拠点の範囲 
本市の市街化調整区域や都市計

画区域外の農村地や中山間地等に

おいて、将来的な人口減少・少子

高齢化の進展により、日常生活に

必要な様々なサービスを維持する

ことが困難となり、生活の維持に

必要な機能が低下していくことが

想定されます。 

各地域における日常生活の利便

性を確保するため、既存の生活サ

ービス機能の維持を図ることを目

的に、碇ヶ関駅から碇ヶ関総合支

所周辺に地域生活拠点を設定しま

す。 

 

 

 

 

 

第１２章 施策の達成状況に関する評価方法の検討 

１２.１ 計画の評価・見直し 
立地適正化計画は、まちづくりに関する

上位関連計画等の見直しとの整合を図り

つつ、概ね 5年毎に本計画に定められた施

策・事業の実施状況及び目標値の達成状況

を検証するとともに、検証結果に基づき、

必要に応じて本計画の見直しを行ってい

くものとします。 

具体的には、ＰＤＣＡサイクルの考え方

に基づき、適切な進行管理を行いつつ、目

標値の達成を目指していくものです。 

 

【お問い合わせ】 

平川市 建設部 建築住宅課 

TEL 0172-44-1111（代表） 0172-55-7437（直通） 

図 地域生活拠点の設定(碇ヶ関地域周辺) 

図 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のイメージ 

 




